
[座談会] <永岡}II夏先生を囲んで〉

地教行法体制の転換と学校経営研究の課題

対談者永岡 }II買

天笠 茂・木同一明・浜田博文・水本徳明

中央教青審議会による地方教育行政制度の見直し

天笠 ご承知のように中教審で今審議が進んでいて、これからの教育行政とか学校経営にかなり大

きな転換をもたらすことが予想される動きがでできております。そういう状況を踏まえたとき、こ

れまでの教育行政とか学校経営の研究のあり方、その方向性をどう考えたらいいか、そのあたりの

ことについて永岡先生を閤んで話し合いができればと思い座談会を企画しました。先生は、戦前か

ら戦後、それに1950年代の転換の時期がその後の研究の課題意識や展開に、いろいろな意味でイン

パクトを受けたということを書かれています。そういう意味では先生は転換の時期を何回かくぐり

抜けられて今日に至っているわけです。それにひきかえ我々の世代というのは、転換の時代を体験

していないといえます。教育行政が変わっていく中で、研究者として歩まれてきたという体験も含

めてお話いただきたいと思います。今新たな転換、地教行法の見直しと言っていいんじゃないかと

思うんですけれども、それをどうとらえるのか。これからの研究の方向をどうとらえていくべきな

のかということも含めて、永問先生にお話いただければと思います。

この前、“学校協議会"という新聞記事がありました。その中には、地域のいわゆる学識経験者

とか地域の人達がメンバーになって学校を運営していく学校協議会の構想が検討されており、カリ

キュラムのアドバイスなど日本版の協議会が構想として出てきたことが報じられていました。今の

中教審を中心とした動き、これから変わっていきそうな教育行政の変化ということを永岡先生はど

のようにご覧になっていて、これまでの先生の歩みからするとこの事態をどのように評価されるの

か、あるいはこれからはどういうことを考えるべきなのかというところについて、まずお話いただ

けたらと思います。

永岡 今、指摘された点というのは重要な課題になっているところだと思いますね。ご承知のよう

に、 9月30日(1997年)に地方教育行政制度の見直しということで中教審に諮問があったわけです。

その中で整理されていることは、一つは国と都道府県、市町村との関係をどうしていったらいいの

だろうか、もう一点は各学校の独自性や主体性について、それをどういうふうに確保していったら

いいんだろうかということ、それから学校が学校だけで切り離されているというのではなく、地域

に開かれた、この変化の時代、生涯学習の時代にどういうような学校づくりが必要とされるのか、

それに教育行政、教育委員会がどうかかわっていったらいいのか、ということが討議されています

よね。それについて、地方教育行政のあり方の見査しということで、 21世紀に向けた地方教育行政

のあり方に関する調査研究協力者会議が設けられて、そこでいろいろな案が出ています。そこでの

論点は 4つあがっていて、それが私は一番大事だと思うんですね。繰り返しになりますけれども、
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一つは学校と教委、市町村・都道府県教委との関係、これは私立学校を含めてということですが、

それをどう考えたらいいのかということ。それから二つめは、地域住民と教育委員会、学校との関

係。もう一つは、教育行政機関としての、地方の教育行政の中心になる市町村教委が弱体化してい

る、それをどう充実していったらいいのかという問題。このことは指導主事、あるいは学校に対す

る指導助言の問題となって、たいへん問題になされているということですよね。最後に、地域社会

と結び、ついた教育行政の振興という問題。これらが今でている論点ですね。そのことは、教育行政

と学校経営がどうあったらいいのか、違う発想、で動いているのではないのか、あるいはどのように

動いていったらいいのか、あるいはまた地教行法が成立した時代を振り返ってみて、今の教育行政

の問題点としてどういうところが改善されていかなければならないのか、その中で学校教育、学校

経営の自律性といったものを改めて向い亘していく必要があるのではないかということと関わって

くる。その中で学校と住民、保護者、地域教育行政一教委ーとの関係というと、今でている学校協

議会というか、ある意味の学校理事会のようなものを住民参加のかたちで設けたらどうだろうかと

いうところまで来ている、これはイギリスやアメリカには既にあるわけですよね。そのへんが、大

きく今、新しい方向を見つけようとしてでてきている教育行政の枠組み検討という問題だと思うん

ですよね。

そのへんに絞りながら話をしてみますと、一口に言って私は昭和31年というと、今から42年も前

になるけれども、そのときの地教行法の制定のときに出ていた問題をもう一度開い直してみると、

今、新たな問題提起があるんじゃないかという気がするんです。それはどういうことかと言うと、

昭和27年に教育委員会が全国一斉設置されてから、その後日本の教育行政のいろんな特質とか課題

というものが出て、地教行法で大きく見直されるということになります。ちょうど今年は教育委員

会制度が出来てから50周年になるわけですが、最初は公選制教育委員会制度として発足して、それ

が昭和27年に一斉設置になって、 31年に今度は地教行法で任命制に大きく転換するわけですが、そ

の地教行法が狙っていたところは、もっと日本の学校管理の機関としての教育委員会というものを、

それぞれ都道府県がばらばらにやっていくのではなくて、もっときちんとした形のなかで展開して

いくようにすべきではないかということだ、ったと患います。ちょうど昭和20年代というのは日教組

が盛んに文部省と対立していた時代で、教育委員会制度そのものを設遺するときにも問題がでて、

ましてやそれを公選制から任命制に切り換えていくというのが、昭和31年の地教行法の改革ですか

ら、大問題がでたわけですよね。そのへんが、私は今この時点で、あらためて問い直されてきてい

るんじゃないかという気がしますね。

私の考えでは、振り返ってみると、日本の教育行政には 3つのポイントがあると思うんです。一

つは教育委員会というものが、教育行政の地方分権というものを確立しようとする制度だ、ったと思

うんですね。これはアメリカの教育委員会制度を導入してはじめてつくったものです。二つめは、

教育の一般行政からの独立ということを非常に重視したわけですよね。それからもう一つは、民衆

参加、あるいは民衆統制、レイマン・コントロールということだ、った。要するに、これは教育行政

の三大原則というものですね。つまり一つは、 decentraliza tion、もう一つはneutrali旬、それから

もう一つはlayman-control、この三つの原則が日本の戦前の教育行政には無かったと言ってよいで

すね。そういう意味で、日本の地方教育行政が大きく転換したのが教育委員会の設置だったと言え
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ます。発足当時46市町村に試験的に置かれたときには、この三原射を実現するのがこれからの民主

的教育行政なんだからということで、教育委員は直接選挙でもって出てくること、そして教育行政

を住民のための教育行政とすることが掲げられたわけです。わが国の戦後の政治的あるいは教育的

困難の中で新しい教育制度ができたというのは、教育行政の三原、異Ijを可能にするためであったので

はないかと思われるのです。アメリカ的な経験主義的機能主義的な教育行政というようなものは、

学校と教育行政が一緒になってーそれは教育行政が学校を支配するというのではなく一学校の主体

性、自律性を大事にしながら、新しい民主的な教育行政をつくっていこうということで出発したの

が、今からちょうど50年前、昭和23年の教育委員会行政なんですね。そうして出発して、 27年に全

国一斉設輩、これもそのときは公選制で直接選挙で教育委員が選ばれたわけです。ところが、それ

が日教組、教職員組合の勢力とか、地域の政治的力のある人によって教育委員が決められたりとい

うことで、教育行政全体をもう一回見直さなければならないということ、文部省は教育行政に関し

でもう少し力を発揮していく必要があるのではないか、とういうことがあって、昭和31年に地教行

法がでてくるわけです。

このいわゆる地教行法が狙ったところが何かというと、一つは公選制の廃止、委員の選出は自治

体の長が議会の同意を得て任命する任命制へと変更、これは非常に大きな変更でしたね。二つめは

それまであった教育長の任用資格が廃止になって、しかも市町村教育委員会の段措では、委員のう

ちから教育長が任命される、委員と教育長が兼務することになった。三番目が都道府県・指定都市

の教育長は文部大臣が、市町村教育長は都道府県が承認する教育長の承認、税、それから四番目は地

方公共団体の長または教委に対して、違反の是正または改善のため文部大臣が必要な措置を要求で

きるという「措置要求権Jの制定。それまで、これらはみな無かったわけです。それなのに今度の

121世紀へ向けての地方教育行政のあり方Jに関する改革、検討のなかに、この中のあるものがも

う一度出てきているんです。どういうことかと言うと、首長が議会を経て任命するという任命制を

できたら準公選のような、純粋な公選制というのは抵抗があるかもしれないが準公選というのは考

えてもいいんじゃないだろうかという方向性が、今後の検討によりますが出てきている。それから

二つめは教育長の任用資格の問題について、委員のうちから教育長が任命され、教育委員と教育長

が兼務するという市町村段階の制度、これもまずいんではないか、別々にした方がいいのではない

かということが、今度の諮問の中の問題として出てきているわけです。それから三つめには承認制

は境止したらどうか、これは市町村なら市町村で、都道府県なら都道府県で決めるということでい

いんじゃないかという問題が出ていますよね。そのへんのことが、今度の教育行政システムの改革

の問題として大変注目されるところではないかと思うんです。もちろん、今から40年前の地教行法

をどこまで変えられるかはわかりませんよ。というのは時代が大きく変わっているわけですから口

ただし、今の時点でどういうふうな結論が出てくるか大変興味をもって見ているところです。

天笠 地教行法が成立した当時から、様々に論議される課題があったわけですが、その時以来ずい

分状況も違ってきています。それにともない地教行法をめぐる課題も質的にもかなり変化してきて

いるところがあると思いますが、この点について先生はどのように考えておられますか。

永岡 当然、大きく変わってきているし、制度の在り方は変わらざるを得ないでしょうね。例えば、

地教行法はかなり中央集権的な体制を基礎に重いて展開してきたという点がありましたよね。それ
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を全部引っ繰り返すということはもちろんできないだろうと思うし、そうしてはまずいだろうと思

うんです。ただ、地方分権、規制緩和ということを今盛んに行政改革推進委員会などで検討してい

るわけで、すが、地方分権の流れの中で考えますと、都道府県・地方公共団体の首長や教委に対して

文部大臣が「措置要求jとか規制するということ、とりわけ都道府県の教育委員会が市町村教育委

員会の教育長の任命承認をすることをはじめ、学習指導要領をもってそのとおりのように各学校に

浸透させるように指導していくということ、ということではまずいんではないか。もっと学校内ひ

とつひとつの教育委員会それぞれの独自性とか地域性とかを加味して、そこである程度自由に、独

自な判断をもって教育行政が地域地域ごとにできるような「ゆとり、余地、弾力性jをもたせたら

どうだろうかということでいくんじゃないかと患うんです。言い過ぎかとも思うんですが、地教行

法下で40年間流れてきた日本の教育行政というものは振り返ると、地方教育委員会行政という民主

的な教育行政の体制と展開を助長し、そうでなければならなかったんだけれども、地教行法以後、

中央集権的な教育行政というものが、かなり欧米と較べたら強かったんではないかと思うんです。

これは異論がある人もいるかとも思うんですが、地方分権化された教育委員会制度だったかという

とそうではなく、実質中身は非常に中央集権的と言ったら言い過ぎかもしれませんが、均質化され

た中央指向の教育行政体制の展開だったと思うんですね。

天笠 こういうことが言えるんでしょうか。地教行法制度が構想するところの中央集権的な部分と、

地方分権のレイマンコントロールの部分が、現実にはうまくセットできなかったということでしょ

うか。中央からということと、地域における民主的な学校運営、教育行政の展開というのを一体化

して総合的に構想しようとしたけれども、結果的には地方の部分がうまくいかないで、中央集権的

な体質というのが強まったと。政治がそう狙ったのかもしれませんが、そんなふうに展開したよう

に患います。そういうことでこの見直しというのは、ある意味では中央集権的な体質の部分を取り

払おうということなのでしょうか。

永向 そうだと思うんです。

天笠 それをどう評価するかという問題が次にあるとは思うんですが、言うならば文部省が教育の

統制にかかわっていたことから基本的には撤退していくというという状況をっくりだそうという傾

向があるように私は見ています。

“学校分権"の時代

水本 中央・地方という関係から見ると中央集権の問題なんですが、今の教育行政改革の特鍛とし

て私が感じるのは、地方分権と同時に、学校分権というか学校の自律性を高めるとか権設を拡大す

るということが、同時に狙われているところが特徴じゃないかと思うんです。従来の中央-地方の

問題、集権か分権かという問題として必ずしも捉えきれない動きがあります。例えばイギリスでは

中央に権限を集中しつつ、一方で学校の自律性も高めるというストラテジーがとられているという

ように、分権一集権という軸だけでは捉えられなくなってきているんじゃないかと思うんですね。

日本でもそういう意味では、校長の裁量をどのように拡大していくかということが同時に追求され

ている。そうすると地方の教育行政機関と学校との間の権限関係とかコンフリクトがこれから課題
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になってこざるを得ないのではないかと思うんです。永岡先生はず、っと教育委員会を中心にしなが

ら地域としての教育経営を展開するという、地域学校経営ということを考えてこられたわけで、すが、

一度地方分権化されると、さらに地方と学校との関係がかなり問題となってこざるを得ないのでは

ないか、そのへんのところを先生は今どのようにお考えなのでしょうか。

永関 私は学校とか教育活動ということを考えると、教育行政というのはそれぞれの学校の教育や

社会教育を援助、支援する、それをもり立てていくことが教育行政の何と言っても役割だと思うん

です。だから、それぞれの学校の自律性とか主体性とか、そしてそこで働く教師や子どもが活き活

きと学習活動や教育指導が展開で、きるような、そういう条件を整えて、それを最大にサポートして

いくのが教育行政の役説だと思うんですよね。その点から克ると、地域住民や親、保護者の声とか

子ども自身のもっている問題をどういうふうに解決していくのかという点で、必ずしも十分ではな

かったのではないかということなんですね。これからの改革の方向というのは、単に地方分権で教

育委員会が地域の教育行政をやればいいっていうことではなくて、それは何のためにするのかとい

うことを考えていく必要があるのではないか。それは学校や子どもが活き活きと学習活動や教育指

導を展開できるような、そういう意味での主体性とか自律性とかを育てていくような教育行政にす

べきではないか。だからそのために、住民参加とか親の参加のための組織を構想していくことが重

要だと患うんですね。

水本 日本ではまだ現実的ではないかもしれませんけれども、浜田さんがやっているようなアメリ

カのschoolbased managementのようにですね、例えば学校の教員採用を学校単位でやるとか、財ー

政的にも学校に任せるとか、そういうことについては先生はどうお考えですか。

永岡 今もこの改革の意見の中に出ていますけれども、学校の校長に教員の人事権を弾力的に認め

ていくということもあってもいいんじゃないかということですが、私はそういう事が大事だと思う

んですね。学校長は責任が沢山あるけれども権限が少ないということがよく言われますが、その一

つは学校長として教員の任免とか選択権がほとんど与えられていない、もっと校長に人事権などを

委譲しでもいいんじゃないかと思いますね。それから学習指導要領の大綱的基準というのは、もと

もとはそれを参考にして学校が授業計画をたて教育活動を展開していくべきものです。ところが指

示命令のような形式で、教育委員会が見て気にくわないとか、ここはもっとこうすべきとかという

ことで、教育課程や教育活動が学習指導要領の基準や枠で縛られている。そうではなくて、もとも

と大綱的基準なんだから、学校の独自性というのはそういう意味でも認めていくこと、教育課程の

弾力化、特色ある学校づくりというのは、もっとそういう意味で確保されていくこと。そのため

に校長の権限とかリーダーシップの発揮とかが主張されていくのが当然だと思うし、そうあるべき

だと思いますね。そういう方向で民衆参加とか、保護者の参加、学校協議会をつくるとか理事会を

つくるというのは、いいことではないかと患いますね。まあ、それがうまくいくかどうか、うまく

いくように期待した上での要望ですが。

浜田 地教行法が制定された際に、その時期を境にしてとくに昭和30年代に学校経営研究が非常に

盛んになっていったということについて、いわば政策的な動向として行政の側が学校を管理の対象

として見るというしくみができていく一方で、、個別学校の独自性というものを説いていく議論が大

きく登場してくるというような時期的なとらえ方を、確か永岡先生は書かれていたと思います。あ
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る意味では学校経営の自律性というものを主張していく必要が生じてきたと捉えられると思うんで

すが、そういう意味では今の改革の動きは逆で、政策の方が学校の権限をどんどん拡大していこう

というふうに転換していこうとしているわけですよね。その際に、これまでに学校経営研究として

行われてきた経営の概念、個別学校が何をできるか、何をどんな風にすればいいのかを考えるとき

の対象領域というものが広がっていくべきではないかと思います。例えば校長に人事権を委ねたり、

あるいはカリキュラム編成についても学習指導要領を大綱化していく、あるいは先ほど水本さんが

おっしゃった財政的な問題がまだ日本では出てきてないですけれども、アメリカやイギリス、オー

ストラリアなどを見ると、財政権眼も個別学校の裁量領域に委ねていくということになってくると、

大雑把にいうと従来行政がやってきたことを殆どすべて学校に移していくということになりますよ

ね。そうすると、当然、学校経営という概念をここで改めてとらえなす必要が生じてくると思うんで

す。校長や教員の役割を考えるときもそうですし、教育委員会と学校との関係を考えるときもそう

ですけれども、永岡先生が研究の中でこだわってこられた、 schooladministrationというものを日

本の研究としてどうとらえるのかということが、重要な研究上の課題ではないかと患うんですね。

例えば今まで語られてきた学校経営論で言うと、校長は何をするかと言うときに、教員の採用はオ

ミットされてしまう、カリキュラム編成に関しでもかなり践定されたところしかない、財政につい

てい可じようなことが言えるわけですけれども、これから学校経営というものを考えていくときに、

こういったものをすべて学校レベルの権限として考えた上で捉え直していく必要が生じてくるんで

はないか。これはかなり大きな変化ではないかと思うんですけれども、このあたりをどんな嵐に捉

え直していけばいいのか、研究としても制度上の問題としてもですが。

教育行政と学校経営の一体化

永間 出発当初のわが国の地方教育委員会を基礎とする地方教育行政というのは、教育行政と学校

経営というものを一体のものとして考えて出発したと思うんですよ。それがまた、アメリカから導

入された教育委員会行政というものの考え方の基本にあるものですよね口“schoolbased 

management" というのは、改めて言うまでもなく、もともとアメリカの学校経営や教育行政の考

え方なんですね。つまり教育行政と学校経営というのが明確に亙別され得ないというのが、アメリ

カの教育行政だと私は理解しています。アメリカの教育行政機能というのは、わが国の場合の学校

経営と教育行政が統合された概念なんです。だから、 schooladministrationという言葉は、教育行

政とも学校経営とも翻訳されるものですよね。そして、アメリカの教育行政ないし学校経営という

のは、学校教育、学校経営を基礎とする機能主義的な教育行政経営のことを言うのですよね。本来、

両者はLR3りされない、学校を基礎として教育委員会があり、教育行政があるというような、理論的

にも実際的にも教育の経営管理というのは、わが国でいう教育行政と学校経営が統合されたschool

administrationというような概念で統括されているのがアメリカの場合である、そういう意味で教

育経営と言った方がいいと私は思うんですね。それが我が国の場合、昭和20年代、教育委員会が出

発した当初はず、っとそれできたと思うんですよ。ところが、昭和31年の地教行法が成立して任命制

教育委員会制度がスタートした時点で、教育行政と学校経営とが違うということがそこではっきり
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してきたと思うんです。というのは、学校の立場から盛んに教育委員会に対する反対や抵抗が出た

んですね、その代表は司教組ですが。昭和20年代から30年代にかけて、教員の政治活動だとか、い

わゆる教育の政治的中立維持の教育二法案に対してとか、あるいは人事に関して教員組合が盛んに

いろんな文句を言った。それで、これはたいへんだということで、教育行政を確立していくために、

教育委員は任命制にする、教育長を選ぶときには市町村は都道府県が、都道府県は文部大臣が承認

を与えて、教育長の任命寄りがそこでスタートするわけです。そのほか先にあげたいくつかの特徴を

組み込んだ地教行法というものが出来るんです。ここでもって教育行政と学校経営が南極分化した

と思うんです。昭和20年代から31年に地教行法ができるまでの問、日本の教育委員会行政というも

のは、教育行政と学校経営が統合されていくような方向で考えられてきた。ところが、日教組の異

常な抵抗や問題がいろいろあったものですから、教育行政というのは学校経営とは違うんだという

ことが顕在化してくるのが、昭和30年代の初頭だったと思うんです。つまり、学校経営が独自の機

能として教育行政と区別されている、いい意味ではね、けれども逆に言えば学校経営・管理につい

て、校長とか教員は自分たちの問題であるのに、教育委員会に口出しをできなくなるような、そう

いうこともあったと思うんですね。

教育行政と学校経営が両極分化して、顕在化してくるのは、昭和30年代の初頭からです。つまり

学校経営が独自の機能として教育行政と区別され、その位置と活動領域を明らかにしていくのは、

31年の地教行法の成立以降です。これはどういうことかというと、地教行法の成立によって、任命

制教委体制jを確立し、学校の経営管理が教育行政機能によって統括される対象として存在すること

を制度的に明確にしました。これは、教委は校長をはじめ教員の任命権をもっており、校長や教員

にはそれに対する文句が言えなくなるということでありました。さらに当時大きな問題となった学

校管理規則の制定、これは地教行法の33条による教育委員会規則(学校管理規則)ですよね、教育

委員会はこういうことについて学校に対して指示命令できる、細かくず、っと具体的に教育内容まで

出てくるんですよね。それから教員の勤務評定の実施、学力テスト、学習指導要領の法的基準化な

どもこのときですね。これらが出てきて、さっき言った教育行政の中央集権的な傾向というのがこ

こで非常に高まってくるわけです。学校経営はそういうなかにあってどうなってきたかというと、

「学校は教育行政とは別で、学校の中で学校のことだけを考えてやればいいんだと、自らを教育行

政と切り離していったjのが、私は学校経営であったと患うんです。これは学校経営の研究とか学

校経営学について言えば、私は日本における大きな特色、ある意味ではマイナスだったと思うんで

す。厳しい体制の中で学校経営学を考える人たちというのは、学校経営の研究とか学校経営学とい

うのは教育行政学と区別されるものなのだ、違うんだ、我々は学校の内部の管理経営、組織機能の

問題を研究し扱っていけばいいというように、学校経営研究者も自分から学校の塀の中に閉じこも

った傾向があったんじゃないか。これが今、生涯学習社会の中で、教育行政の地方分権化や弾力化

の中で、教育活動そのものを子どもや親の要求、あるいは個性を尊重して自由に多様に弾力的に展

開していかなければならないという段階になって、それは学校の中だけで考えられるもんじゃない

んだと、学校と地域社会、学校と家庭とが一緒になって、それをサポートする教育行政が学校経営

を盛り立てていくという時代になってきたんじゃないか。だから学校経営がもう一度教育行政と一

体になって、あるいは地域活動と一体になって、学校経営というのを評価し見直していかなければ
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ならないという時代に今きていると思うんですよね。

天笠 もう一度教育行政と学校経営の機能をひっくるめて一体的に考え直すことが、方向性として

あるんじゃないかと先生がかねてから主張されてきたことを、改めて検討すべき客観的情勢がさら

に生じつつあると理解していいでしょうか。

永問 そうです。そのとおりですね。

地教行法と中野区の準公選制

木間 その点についてお伺いしたいのが、地教行法の成立が間違っていたのか、それともその当時

において止むを得ない、むしろ必要だったとお考えになっているのか、どちらでしょうか。

永岡 教員の勤評問題ですとか、学力テスト問題ですとか、学習指導要領の法的基準化などを巡っ

て混乱したことをを静めていくためには止むを得なかったという面があったと思いますよね。その

当時のことを考えると地教行法の成立というのはね。

木陪 地教行法によって文部省権限を強化して、その結果として国民全体の教育水準なり公教育水

準なりを引き上げる仕組みを保証したという側面がやはりあるんじゃないのかと思うんですが。

永間 あると言っていいですよね。日本の学校教育体制というのは、全国的にある一定の条件整備

がつくられてね、そして教育そのものが非常に促進されていったという評価もできなくはないでし

ょうね。ただそれによって、今いみじくもいわれているんだけれども横並びとか、私は言い過ぎだ

とは思うんですけれども、日本の教育の平等主義というか悪平等というか、そういうものが日本の

教育を駄目にしているという人がいるでしょう。そうではないという観点から、日本の教育行政を

引き上げてきたメリットは評価されると思うんですね。

木間 40年たってほぼその呂標が達成されてきて、だからこそ各自治体や各親や学校に委ねた教育

のあり方を求めていけるようになってきた、つまりそれだけ民衆に任されるような体制になってき

たという風に考えられるんじゃないかと私は思うんです。それに関連してさらにお伺いしたいのは、

中野区に先生はず、っとお住まいになっていて、中野区での準公選制のあり方を体験されたと思うん

ですが、あの準公選制について先生はどのようにお考えになりますか。

天笠 お答えいただく前に、関連してこんな話があるんです。校長先生たちの中には、今日の教育

をめぐる地方分権論議や学校協議会の構想を、中野区の準公選と重ね合わせ、その動きに危!其の念

をもっている人達もおります。それは住民の意向が強く学校に反映し過ぎ、しかもそういうときの

住民の意向というものが特定の地域の住民とか運動団体とかの意向だけで、いわゆる一般住民はな

かなか学校に意見を反映、参加できないのではないかということです。ある意味では住民不信なん

ですよね。私は、中野区の準公選制が特定の団体に支配されているとは認識しておりません。しか

し、現に学校経営に携わる人々の中には、準公選寄りのマイナスの側面と重ね合わせて、今回の学校

協議会とか住民の参加論議をとらえているようです。そこで中野毘の準公選者Ijをどう評価したらい

いかということを質問させていただきます。

永詞 私は中野にもう35年超えたかな、住んでいるんですが、もちろん準公選制がスタートすると

きにはもう夜民だったわけです。中野区の準公選というのは私は良かったと患うんです、評価して
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ます。というのは、それによって教育に対する区民の考え方が高まってきたと思います。わたした

ち自身の子どもの教育について、学校でどういうふうに教えられているのか、何をどんなふうに勉

強しているのか、誰がどこで何を決めているのか、その責任は教育委員会にあるんだ、その教育委

員会に私たちの意向を反映していく代表を送りだすというためには、どこで教育委員がどういうふ

うに決められているのか分からないのが、今だってそつですね、大多数の市町村教育委員が任命さ

れる過程というのは知らされていないですね。それが、今回の教育行政改革の諮問の中にも問題点

として出てきていますがね。教育委員の任命の過程がもっと清報公開されるべきではないかと。そ

の意味からすると中野準公選制というのは、匿民の自由な意思による投票(区民投票)の結果を尊

重して区長が議会の同意を得て選ぶということは、区民にとっては私たちの意向が反映している、

私たちの代表の委員だという気持ちがありましたね。それがいろいろな問題が外から中から起こっ

てね、準公選告IJが廃止になってしまいましたけどね、でも今中野医は準「準公選制jみたいなこと

をやっているわけですよね、推薦母体から推薦された人の上位の中からそれを参考にして区長が選

ぶというかたちで、委員が選ばれている。推薦は何名以上のものということになっているわけです。

これは、私はやっぱりちょっと後退したと思っているんですがね。それから中野準公選制が出てか

ら委員の選任のほかに良かったことのもう一つは、委員会そのものが公開されるようになった比率

が高まったということですね。夜、教育委員会を学校の講堂とか、公会堂で開いてね、仕事が終わ

ったあと住民が公聴できるような、教育委員会の区民への公開ということを広げてやるようになり

ましたね。

ただ、私はそれでも不満なんですよ。なぜ、もっと沢山何回も、委員会を開くたびに自由に区民

が傍聴できるようなふうにしたらどうだろうか。今の傍聴システムは、中野区では毎回の教育委員

会にいつでもいらっしゃいということをやっている、これをやっている市町村は他にもあるとは思

うんですがね、その意味では一般の他の市町村よりは中野i豆は関かれた教育委員会になっていると

思うんです。それでも私はまだ不満ですね。アメリカに私が一年半ほどいたときに、ただそれだけ

の経験だけど、教育委員会というのはしょっちゅう学校の体育館や講堂みたいな所でやっています

よね。ステージの上にずらーっと教育委員が教育委員長を中心として並んで、そして開会前に生徒

児童のエキジピションの歌やダンスみたいなものをやって、それが終わったあと教育委員会が関か

れる。そして自由に討議をしているのを下で聞いている、フロアからの質問も自由に受けるという

ようなことをやってD 教育委員会というものが本当に民衆の代表の会なんですね。そういうふうに

なっているのがアメリカの教育委員会なんですよね。だから、しょっちゅう見に行っていたんです。

浜田さんがどういうふうに経験したかどうか口

浜田 私は行かなかったんです。

永岡 そういうやり方するでしょう。

浜田 私もいろいろそれを考えたりしているんですが、ただ百本と単純に比較をできない点は、特

に先生がいらっしゃったころのアメリカのschooldistrictは非常に小規模なものが大多数を占めて

いましたよね。自本で言えば、ほんとに小さな単位で、学校数も少ない規模であったというところ

です。今の日本の地方教育委員会にしても、市レベルでも結構大きな単位だと考えられますし、そ

れと高等学校の学亙寄せというものもアメリカの場合の大きな特徴ですね。小学校、中学校、高等学
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校が一体となった公立学校システムというものがあって、それと住民が結びついているというとこ

ろも非常に大きく違うなと考えたりするんですね。そういう意味で、言っても、今も大きくアメリカ

の場合でも変わってきていて、学区の単位も統合されて非常に大きくなっているところがあります

し、それと引きかえに恐らく学校審議会というものが学校に設置されるということも必要になって

くると思うんです。そういう意味で言うと、日本の場合にはやはりせいぜい教育委員会の傍聴ぐら

いしか考えられてなくて、住民に近いところで学校で何が行われているか、あるいは行おうとして

いるのかというところを、知らせなければいけないんだという意識が薄いんですね。

木間 地教行法の制定当時、国立教育研究所にいらっしゃって、かなり教育委員会調査に精力を注

がれていたと思いますが、どういうお気持ちで研究されていたのか、研究者として、国研所員とし

てどうだったのか、あるいは文部行政と研究との関係をどのようにお考えになりながら、そのよう

な研究に関わられていたという点について、おうかがしEしたいのですが。

永岡 私は学生時代の体験から、ましてや中学高校時代の経験から言って、教育というのが上から

一方的に行われたり締めつけられたりしていく、それではこれからの時代は駄自なんだと、もっと

学ぶものの立場とか、親の考え方とかが生かされるような教育のあり方をつくっていくということ

が大事なんじゃないだろうかと、恵、いましたよね。そのときに、それを具体化していくのは、住民

の代表が出て、教育のあり方について討議したり考えたりしていく、そういう制度が出来たと、そ

れは一体どんな風に展開されているのだろうか。ある所ではうまくいっているというけれども、あ

る所ではうまくいっていない。それで、教育委員会調査というのを全国的にやったわけですね。そ

してちょうど私が教育委員会調査を全国的にやった時代は、正確に言うと地教行法が制定される前

の段階なんですよ。そして地教行法が呂指すような、学校の経営管理、教育行政体制を制度的に確

立していくための新しい立法をしていくにあたって、現実に今の教育委員会行政というのはどのよ

うな問題をもっているのだろうか、どのように展開されているのだろうかということを調査して問

題を明らかにしていこうというんで、全毘調査をしたんですよね。そしてまとまったものが国立教

育研究所の所報や紀要になって出ていますがね。

木間 そういう研究を進める上で文部省から一定の指示なり、こういう結論を出してほしいなどと

いう要求はあったんですか。

永岡 それはなかったですよ。調査の結果を正確にその通りに実態はこうだと、紀要に発表してい

ますよね。ただ、こういうことはありましたね。地教行法の審議の真っ最中、審議の過程が展開し

ているときに、国立教育研究所では教育委員会の実態調査を全留にわたってやっているそうだとい

うことが、文部省にも議会にも間こえたんでしょうね。それでまとまって発表しようとしていると

きに、文部省から今発表は待ってくれと。こういう狙いで、こういう調査をしろということは無か

ったけれども、実態調査をしたときに、その実態について発表するのは待ってほしいと、今ちょう

ど議会で地教行法の審議をやっているところだからと。そして所長室に私は夜10時過ぎまで待たさ

れたことがありますよ。結局、調査結果の通り発表しましたがね。どういうものが出てくるか心配

した面があったんでしょうね。調査結果の発表については、待たされたなんてことは紀要には書か

なかったですけれどもね。
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教育委員会の改革の方向

永同 教育委員会をもっと民衆、住民の近くで開くように、情報公開とか、教育委員会そのものを

克せるようにしたらいいと思うんですね。

浜田 天笠先生がさっきおっしゃったように、校長先生自身が、恐らくいろいろな経験をもってい

るからこそおっしゃるんだろうけれども、特定の住民の意向が反映されすぎるという危慎をもって

いるようです。でも一方で住民に対してそこまで情報公開していかなければいけないとか、あるい

は納税者に対するaccountabilityというものをきちんと果していかなければいけないという意識の

面が、明らかにまだ日本の場合には根づいていないところがあると思います。そのあたりはこれか

ら学校の権限を拡大するといっても、一方で権眼拡大するからには責任が生じてくるわけですし、

その責任をどう明らかにしていくかを同時に考えていくことが、これまでは余りなされていなかっ

たというか、これからやっていかなければならないのではないかと思うんですけれども。

永岡 それから私は日本の教育委員会でいま一つ修正されたらいいなと思う点は、教育委員の数を

増やした方がいいんじゃないかと思うんです。町村は 3人でもいいのですよね、しかも教育長が教

育委員を兼ねている。そうではなくて町村でも 5人ないし 6、7人に教育委員を増やしたらどうか

と思うんです。そしてその委員には、できるだけ各集団なり階層なりから有能な人が選出され、あ

るいは選挙されたりして選ばれるようにしたらいいと思うんです。そこで、いろんな意見が教育委

員会で出し合われるのは、私はいいと思うんです。それは政治的にある圧力になったりするからだ、

なんて考え方ではなくて、教育委員会というのは合議制の執行機関として、教育に関する大事なこ

とを話し合って決めて行っていくものなのだから。 3人でもいいというのは少ないと思うんです。

教育委員会が専門的な指導助言をするでしょう。あれが非常にきつく現場にひびいていくような

実態が少なくないですよね。あれをもう少し改善していく。受け止める学校の方の意識改革も必要

ですが、指導助言をする教育委員会の方の仕方も改めていかなければならないところもあるんだと

思うけれどもね。あの指導助言を支援とか援助とかいう表現どおりに、学校を支援・援助していく

ための専門的な指導助言なんだという嵐に、本当にそうなっていくといいんだけれどもね。指導主

事が学校をまわっていくときに、本来ならばそういう役割を果たすはずなのに、その指導主事が、

日本の教育行政の伝統あるいは中央集権がそこにも現れていると思うんだけれども、指導主事が視

学なんですよね、そういう実態があると思うんですよ。だから、設童基準にはこうなっていますよ、

教育課程基準あるいは指導要領はこうですよ、というようなことでチェックして修正していくとい

う態度なんですね。

私は市町村教育委員会は有能な指導主事をもう少し増やす方がいい、もっともっと専門的指導助

言ができる体制に充実すべきだと思いますね。今、ほとんどの零細な町村の教育委員会では選任の

指導主事はゼロですよね。いても一人いるかいないかで、これが過半数でしょう、町村段階の教育

委員会では。教育委員会が専門的な指導助言をするというふうに地教行法に書いてあっていろいろ

なことをやるとしたら、私は専門的立場で出来る能力のある人を 2人3入、少なくとも町村段階で

も置くべきだと思うんですね。これは50年来教育委員会行政の歴史の中でも言われ続けてきたこと

なんですよね。また町村教育委員会から要望がしょっちゅう全国教育長協議会や委員長協議会なん
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かで、専任の指導主事を設置したいという要望として出ているのね。ところが、財政的理由やいろ

いろな理由から専任の指導主事は現実には町村段階ではほとんどいないということですよね。その

一人いるかいないかで済むのは、ただ見て歩いて視学的にこれをああしろ、こうしろとやることだ

けだからそれで勤まるんですよ。そうではなくて、教育委員会が学校をしっかりと支援する専門的

な助言をしていく、援助するということだったら、それでは済まないんですよね。指導主事の立場

からすれば今の状況なら、一人だからできないんだということも言えると思うんです。それを 3人

4人零細な町村にも置くということになれば、その立場から先生方の相談相手になって援助してい

けると思うんだけれどもね。そういう 3人4人の指導主事を選ぶに当たっては、教育長なり校長先

生の代表が集まってね、指導主事を各町村ごとに決めていくというふうに。専門的指導援助という

ものができるような教育委員会体制というものをつくる。今度の諮問の中にもそれが出ていますけ

れどもね。その点は非常に大事だと思うんですよ。

学校経営研究の展望

天笠 さて、従来の学校経営とか教育行政の枠組みでは収まりきらない課題が現に出てきているし、

そういうことを考えていかざるを得ない状況があると思うんです。そういう意味でこれからの学校

経営研究、広い意味で教育行政を含めていいと思うんですけれども、このあたりのことについて、

どういう課題があるのか、あるいはどのように研究を進めていったらいいのか、これからの研究の

あり方について先生にお尋ねしたいと思います。

永岡 私は学校経営というものの考え方というものを、改めてこう思うんです。学校経営の概念と

いうものを考えると、それは学校の中だけの組織運営の機能の問題に限定されるものではなく、学

校外部、学校教育を囲む外の組織運営の機能にまで拡大されていくことが必要なんじゃないのかと

思うんです。しかしそれは決して、一つ一つの個別の学校の経営問題なり課題なりをおろそかにす

るものではないんです。一つの学校を中核にしながら、学校に関係のある社会あるいは行政に関す

る事柄も含めて学校の組織と運営のあり方を考えていく。それによって本当に、学校の経営的な問

題なり学校教育の問題というものが明らかになっていくものではないかと。そういう意味で教育行

政と学校、学校と学校の問、学校と社会教育施設との間の関係の問題、そういうものを追求し、問

題を明らかにしていく、そういうことが学校経営研究というものではないかと思うんですよね。と

ころが、従来のオーソドックスな学校経営の考え方というものは、個別学校の内部的な問題に限定

されるべきもの、学校経営というのは個々の学校の内部的な経営管理に禄定されるべきという考え

方で、学校経営研究というのが行われてきたと思うんです。しかし、今のような'情報化社会、国際

化社会という時代に、学校を取り巻く社会的条件や行政的条件が変わりつつある中では、学校の合

理的能率的な問題解決なり、組織運営に関する研究で、学校外部のことを採り入れ、それとの関連

において学校の内部的問題というものを分析しなければ、本当に学校教育なり学校の機能というも

のを捉えきれないんじゃないか。だから私は学校経営の定義というものを、内部だけの問題として

定義しないで、「学校経営とは、教育目標を効率的に達成するために、学校教育に関する諸活動を

学習者や父母住民の教育要求に基づいて、学校はじめ教育行政機関が、個別に、あるいは協働して
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計画を樹て、組織、管理運営していくことである。jという定義をしているんですよね。学校経営

というものを考えると、学校内部の問題に視野を狭く限定していては、学校経営の全容を明らかに

することはできないというところに、視点を置いています。ですからそういう意味で私は学校経営

研究というものを、教育行政と学校経営の間で考え分析していく必要があるんじゃないだろうかと

いうふうに考えます。

天笠 これまでの学校経営研究を考えると、状況が先にあって、そのもとにテーマが設定され一定

の答えを出していくということが主であったように忠われます。したがって状況を変えていくこと

に当たって何がしかの示唆を与えていくような、そういう研究が、どちらかというと弱かったと思

えてならないんですね。今はむしろ状況をつくっていく、枠組みをどのようにしていったらいいの

かということが求められる時代ではないんでしょうか。変化の時代と、一定の状況が整えられてそ

の中で、動かざるを得ない時代と、それぞれ変転がありながら、研究もあるのだと思うんですね。し

たがって、大きな枠組みが変わろうとしている中でどのような枠を考えていったらいいのかとか、

ととのようにシステムを作っていったらいいのかとかが求められるようになってきていると思いま

す。ある意味では政策に反映させていくとか、政策を動かしていくとか、そういうアプローチの仕

方が、学校経営とか教育行政の研究に必要になってきたように思うんです。

そこで、これからの学校経営研究の方向というものはどのように考えていけばいいんでしょうか。

とりわけ、これから若い人たちに対してお話いただきたいと思うんですけれども。

永向 みんなの考えも開きたいね。

水本 一つ後ろ向きの話になるかもしれないんですけれども、地教行法体制のころは、教育政策に

対しては批判というかたちのものが沢山あったと思うんです。いわゆる組合的立場というものも含

めて、研究者として政策にものを言うときには、それを批判することだというようなスタンスがか

なりあったと思うんです。それはそれである意味をもっていたのかもしれませんが、学校経営研究

は必ずしもそういったスタンスははっきりとは打ち出して来なかった。ですから今後のことも含め

て考えた場合に、先生が地教行法体制下で研究をされている頃に、政策批判というものに対してど

のような考えをお持ちだったのかを聞かせていただければ参考になるような気がするんですけれど

も。いわゆるカウンタ一行政学というような言われ方をしてきたわけですよね。

永岡 政策のあり方について、それがある一つの方向だけを良しとして、それ以外はダメだという

ように色分けして考えてしまうあり方は、これは研究のあり方としては採るべきではないと私は思

いましたよね。それは文部省のサイドであろうと、日教組のサイドであろうと。つまり、それがち

ゃんとしたデータなり討論なり研究を通して出てきたものではなくて、いわゆる運動論として展開

されるようなものに対しては、私自身がそういう立場をとれなかったし、とるべきではないと思っ

ていましたね。運動論と研究とは違うよね。政策批判というものが、学問的な研究、少なくとも調

査研究なり理論研究なりを踏まえて出てきている反対論ならばいいけれども、そうではなくて運動

論的な、ある一人のアジテーターが旗を振って、それにリードされてみんながワッとついていくよ

うな、そういう式のものがいろいろな B教組の運動やその他の政治運動にはあったんですけれども

ね。同じようなことが研究領域なんかにおいてもね、ある一人の旗振りやアジテーターに引っ張ら

れて政策批判をするような、そういうものは私はとるべきではないし、学問的な視野からいったら
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問題だと思うんですよね。それは右でも左でも、ちゃんと研究のプロセスを経て、あるいはデータ

を踏まえて、そしてこれこれこういう理由からそれには反対だと言うなら、それはいいと思うんで

すけれどもね。あるいは、こういうふうに行くべきではないだろうかということを提言するのは私

はいいと思うんですけれどもね。

学校経営研究の社会的存在

天笠 少し角度を変えてご質問させていただきますけれども、いわゆる「役に立つjという言葉が

あると思うんですけれども、そういう観点からする研究の社会的存在というんでしょうか、役立ち

方というんでしょうか。学校経営研究と社会、まさに現実との関わりということについて、いわゆ

る理論と実践との関係ということになるかもしれませんけれども、そういう研究の社会的あり方に

ついて、先生はどのようにお考えでしょうか。

永向 学校経営研究というのは、やはり学校の現実のいろいろな諜題や展開していること、教育実

践というものと切り離すことは殆どできないと思うんですね。良かれ悪しかれ、例えば現実に学校

で起こっていること、展開されていること、学習指導要領の中身や方法、その結果について、それ

を取り上げて考えていかなければいけないと思うんですね。抽象的な学校経営哲学なり、学校経営

原理を考えるにあたっても、それでまとめるにしても現実に展開している学校経営の姿ゃあり方を

視野に入れて、それを踏まえて深められていかなければならないと思うんですね。そうであれば、

できるだけ展開している学校教育そのもの、言い換えれば教師や教育関係者、行政官を含めてね、

学校経営研究に一緒に参加してやっていくということが、私たちにとって大事なことではないかと

思いますね。それは、父母や住民もそうですよね。そういう人たちと共同で調査をしたり、研究会

をもったりして、あるいは研究しまとめたものをその人たちに公開して、なおそれに新しいデータ

なり考えを加味していくというような、いわゆる協働研究体制をとってゆくというか、理解をつく

っていくということが非常に大事なことだと思いますけれどもね。それから私たちが研究し調査し

まとめたものを、実擦の学校の先生や父母・保護者に公開していく、あるいは情報としてそれを発

信していくということが重要なことではないでしょうかね。

天笠 これからは、大学の役割なども随分変わるんじゃないかと思います。教員養成学部について

も、従来のようなあり方ではなかなか済まなくなってきております。しかし、教員養成の関わりに

しましでも、新たなる状況に対して、はっきりと方向性が出ているわけではなくて、まさに模索の

段階なんです。そういう教員養成の中での学校経営に関する講義のあり方も関われております。当

然そういう所に送りだす研究者養成機関の学校経営研究のあり方もそれに連動して変化を余儀なく

されると思うんです。

木向 いろいろ考えたり、問題だと思つていることがあるんでで、すけれども、まず

先生におイ侭可いしたいのは、先生は審議会の委員を歴任なさっておられますが、そのときに審議事項

や文部省サイドの立場に対して、どういうスタンスを大学人、研究者としておとりになっていたの

か、あるいはとろうとされたのか。そうした中でどういう問題をお感じになったのかというところ

から、お聞かせいただきたいと思います。
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永岡 在、はやはり研究者、少なくともそういう端くれとしてね、行政のロジックだけではだめだと

患って、それに合わないようなことについては率直に意見を言いましたよ。例えば教育課程の現場

に対する流し方なんでいうのは、もっと個々の教員の考え方といつものを踏まえて教育課程の基準

はつくられなければいけないだろうと、これは当然のことなんですけれどもね。それをまた、学校

の置かれている立場なり、学校の教育目標なり、実態に応じて弾力的に運用するということがやは

り必要なんじゃないだろうかと。私が審議会委員のときには、盛んに偲性重視の教育ということが

言われましたからね、それだったら学校の主張というものを考えていく必要があるんじゃないかと。

そうでないような、一律にやっていこうというような考え方はその時すでに出てこなかったけれど

も、もしそういうものが行政サイドから出るとしたら、私はそう言わなければいけないなと患って

ましたけれどもね。だいたい、教育課程審議会などでもある一定の方向性をもって流れていきます

からね、そうじゃないですか。

天笠 そうですよね。今の話に関係して、教育課程の指導書に小学校教育課程指導書一般編があり

ます。その編集にあたって永岡先生が座長で、私も末席に加えさせていただきました。それを見る

と中に教育課程の評価というページがあります。教育課程の計画・実施となって評価があっても当

然なんですが、あのとき評価は要らないんじゃないかという話が出てきました。それを了承すれば、

あのページはなくなっているはずなんです。その際、永岡先生はやはり評価は入れておいた方がい

いんじゃないかという見解を示されたわけです。ですから、委員の発言がそのような形で現れると

きは現れるし、何を言ってもそのところはもう、というところもあるんです。

浜田 そうすると地教行法体制以後、非常に中央集権化していって、なかなか他の意思が通らない

というような、ある意味での既成観念のようなものができあがっているところもあると思うんです

けれども、今おっしゃったように、文部省がかなり強い一定の方向性をもともと持っている問題に

ついてはそういうことも言えるかもしれないけれども、それ以外のかなり大きな部分では実はでき

ることのはずなのにやって来なかったというところがたくさんあったということでしょうか。

永岡 それはあると思いますね。中央レベルで、あるいは府県あるいは市町村でやれば出来る、そ

ういう意味で大綱的な基準であって、委譲されている権限を敢えてやってこなかったという現場の

責任も少なからずあると言えると思いますね。

浜田 現場の責任もあると思いますけれども、研究者もやはりそういう枠に猷まっていってしまっ

たというところもあるのかなという気もするんですよ。それでテーマを限定して捉えていったよう

な所もあるかもしれないと。

大学院における研究者養成と大学教師養成

木間 少し話を変えてしまうんですけれども、私自身が大学院で学校経営を中心としたトレーニン

グを受けて、それで大学に出て、教員養成としての大学の授業を担当しなければならなくなったり、

あるいはもっと一般的な教育学を講義しなければならなくなったりして、大学教師として教育の現

実に戸惑う何年かを過ごしていったんですが、これからの大学院では-これも大塚で何年か前に大

学院教育としての教員養成の問題ということをお話したこともあったんですが一先生ご自身、今の
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大学院のあり方について、それも研究者養成という側面だけでなくて、大学教師養成ということに

ついてどのようにお考えになりますか。あるいは学長経験を通じて、こういった問題をどのように

お考えになったのでしょうか。

永岡 大学教締にするために教育するというふうに、あまり考えなかったですね口私と一緒になっ

て研究する、あるいは私の気づかない問題を取り上げて研究する、そうした研究者を育てたい、研

究者になってほしいとは考えたけれども、その結果大学教師になるのもいいし、研究所に入るのも

いい、あるいは教育行政官になったりするのも結構だけれども、専ら大学教師を養成するために大

学院院生諸君を教育するといった考え方をしなかったかもしれないね。

木向 我々教育学をやっている人間はそれなりに教育のことを考えながら、研究者であろうとも大

学教師として位置づけていくとも思うんですが、そうではない例えば経済学とか他の分野ですと、

教育のことを全然考えないで、ず、っと研究者の道を進んできた人が、いきなり大学教締になって学生

のいろいろな問題に突き当たって、問題が起こっているとか問題を出しているとはお考えになりま

せんでしたか。

永岡 大学院の院生を大学教師に仕立てていくために専心教育するなんてことはあまり考えたこと

はなかったからね。もちろん教育大学、筑波大学で、この人間は大学教師になるかもしれないなと

考えたこともあったけれども、だからと言ってその院生を大学教師に仕立てるためにこういうふう

にやれとか、こうしろとかというような計画的なことはあまりしなかったかもしれないね。ただ、

大学教師になったらこんなことを考えたらいいなとかは言ったことはあったけれどもね。

水本 そういう意味では、先程天笠さんが言われたことも含めてですけれども、大学院レベルでは

学校経営研究のメリットのようなものが非常に間われてきていると思うんです。現場に役立つとい

うのもメリットですし、大学教師になったときにどうやっていくかということもメリットだと思う

んですね。いま自分が大学に身を置いていますと、授業の評価だとか学生にどれだけサーピスして

いるかということが問われるようになってきているわけです。大学教師養成ということも念頭に置

かざるを得ないような状況になってきている。もう一つは、文字通り研究のメリットというものが

非常に問われるようになってきて、例えば論文数がいくらだとか学位がどうだとかが、ものすごく

厳しくなってきていますよね。そういう社会的メリットが関われる状況にそれなりに応えなければ

いけないんですけれども、一方では研究というのは浮世離れしたところこそがメリットだというよ

うなところもあるんじゃないかとも思うんですよね。自に見えるメリットに捕らわれてしまうと、

研究が貧困になるんではないか。そういう風に研究というものが厳しい状況に置かれているんじゃ

ないかと思うんですよね。

こういう状況の中で研究者として拠り所とするような、研究上の信念みたいなものをそれぞれ持

っていないと、自に見える評価基準に引っ張られてしまって、非常に研究としてはつまらないもの

になる可能性があるんじゃないかとも思うんですね。逆に、今までの時代はメリットの求められ方

が緩やかであった、という中で、先生がず、っと研究者としてやってこられて、研究として大事なこと

は何なのかということを先生なりのお考えを関かせていただきたいと思います。

永岡 大学に籍を置いている以上は研究と教育の二つが私たちの責任だと思うんですよね。教育だ

けでいいかというと、やはり大学は学問研究を推進していくという役割があるから当然その担い手
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になっていくべきですよね。ところがよく言われることもあるんですれども、学生に対して殆ど教

育しないで自分の研究室に閉じこもってね、研究の一端を見せていくのはいいんだけれども、学生

が分かろうと分かるまいと研究だけで、というのも一つの大学のスタップ・教員の生き方としてあ

ると思うんですけれども。その逆もあるんですよね、研究は殆どしない、新しい研究や論文の発表

はいつしたのかわからないで、学生の教育だけで済んでいっている。この両方が開題だと思うんで

すよね、理想かもしれないけれども、研究と教育の両方をちゃんとやっていくということで、評価さ

れるんじゃないでしょうかね。大学院のスタッフだった場合には、研究が主体になっていくべきだ

と思いますけれどもね。研究が同時に院生と一緒になって課題を選択したり、課題の追求を考えた

り、という意味で私は大学院教師というのはいいと思うんですよね。教育だけではなくて研究とい

うものを通して院生と一緒になってね、また院生が自分の気がつかなかった、あるいは自分の領域

とは別の学校経営の課題、テーマでね、あるいは時代を超え、国を超えてね、院生が課題を捉えて

やっているとなれば、こっちも刺激されるしね。だから大学院の教師というのは、いいと思うし、

自分もなって良かったと思ったことが随分とあったしね。もちろん学部の学生に対する講義もする

けれど、やはり大学院生と接していていいのは、自分の考えや自分自身が刺激を受けたり、院生諸

君が自分のテーマを引っ提げてまとめて発表したり展開していったりする。そういう意味で大学教

師というは、学部の学生に対する接し方と院生に対する接し方は違ってくるとは思うけれども、や

っぱり研究と教育の両方をやれる、やらなければならないというのが本当だと思うけれどもね。割

り切って言うなら、「大学院の教師というのは、院生が将来、教育者・研究者・専門家となること

へ向けての監督兼コーチJだと言っていいと思いますね。ところが大多数の大学の教締というのは、

研究が中途半端っていうのが意外と多いんじゃない。講義は学生が開いていようが開いていまいが

関係ないっていう、大学っていうのは入っちゃえば後は勉強しょうが勉強しまいがどうでもいいっ

ていうような。きのうか一昨日かね、テレピで立花睦氏が・一。

浜田 大学生の劣化という。(笑)

永岡 私も見たんだけれどもね、何やっているのかわからない学生が入ってきて、先生も構わない

ってね。ところで、今のことについてあなた方はどう思う。

水本 個人的には研究をもっとゆとりがあるような状況にすべきだと思います。非常にせこせこと

成果を求められるような状況になっていて、短期間で成果が出るような研究しかできないような状

況にあると思うんです。もっとゆっくりと研究しながら、その成果を授業に還元できるというか、

大学院のレベルの問題でもそうだと思うんですけれども、教育と研究をうまく繋げていけるような

ゆとりをつくっていかなければならないと個人的には思うんですけれど、情勢は全く反対の方向へ

動いていて、短期的な成果しかもとめられないというようなことになっている。そのあたりが、長

い自で見ると、例えば基礎研究をどうするかというような自で見ると、政策的にも問題が生じるん

じゃないかという印象をもっているんです。

木間 印象としては私も同じように思いますね。特に、去年の夏にでた大塚の夏合宿が久々の、た

ぶん 5、6年振りぐらいの研究会参加だったと思うんですけれども、そこで聞いた院生たちの研究

は、これがドクター論文と言っているけれども我々としては修論としか考えられないような、ごく

基礎的なと言ってもいいし、領域が限定された、調べたことを諦べてきましたと発表するような研
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究にしかなっていない、しかしそれをそうさせてしまう力が恐らく今の筑波にははたらいているん

だろうな、と感じたんです。だから、その研究がおもしろいからとか、そこをしたいからやってい

るというよりも、しやすいからとか、取り合えず形になりやすいからというので、結局彼らは今や

っているんじゃないかなと思ってしまったんですね。ほんとにゆとりを欠いていて、その彼らが学

位もとって大学教師になったときに、自分で研究を組み立てていけるのかなという不安さえも抱い

てしまいますね口

浜田 さっき木間さんが大学教師の養成ということを持ち出されたんですけれども、実襟現実に大

学院を出て我々の分野で就職できる先のまず大多数の場合が、大学で教員養成教育をするという立

場にいきなり立たされるということなんですよね。そのときに今、木岡さんがおっしゃったように、

大学院で非常に狭い分野のことだけでそれなりに一つの論文を仕上げていく経験をもっていても、

大学で教員養成教育に求められることのために必要な知識なり見識なり、あるいは人間性の幅広さ

というものは、それとは全くかけ離れたところにあるんだなということを、日々自分の非力さから

実感することが多いんですね。結局、大学の教師になったあとで必死になってそれに自分で対応し

ながら、自分で力をつけていかなければいけない。そうすると、そこに打ち込むことで、また研究

としてやっていくことにかける力というのがその分遮られてしまうということがあって、そのジレ

ンマを常に抱えながら実際には殆どの人はやっていかなければならない状況に今あるんじゃないか

なという気がするんですよね。特に免許法が変わるとか、あるいは今大学改革の時期ですからいろ

んなプレッシャーがかかってくる時期であるだけに、そういうところで費やす時間とか、あるいは

体力とか気力とかがすごく大きくなってきていて、研究と教育の両方に責任を負うんだと E頃考え

てはいるんだけれども、どちらも非常に難しい状況にあると痛切に感じているところなんですけれ

ども。

新しい学校経営学の構築にむけて

天笠 やや話が違うかもしれませんけれども、今現場の先生方の前で話をするとき、例えば国語っ

てほんとに教える必要があるんですかとか、数学を教える必要はあるんですか、そもそもその教科

が存在することに、どれほどの必要性があると思いますか、という話からきりだすことがあるんで

す。実は、それは、自分に対する間いでもあるんです。つまり教員養成学部の学生に対して学校経

営学というものが本当に必要なのかということを。まあ、なかなか分かつてもらえない学生もいる

んですけれども。こういうことで意味があるんだということをそれなりに話しながらやっていくと

いうことを、一応の基本的なスタンスにしているんですよね。従来型の学校経営学をそのまま今の

教員養成学部の学生にやっていても、ある意味では必要性が認められない部分が多分にあるんです。

時代の変化、学生の気質の変化にともない、 10年前にやっていた学校経営学の内容をかなり組み換

えていかないと、今の学生にその必要性をわかってもらえないところがあります。恐らくこの 5年

先10年先はもっとそういう状況になるのではと思っています。そういう点でいくと 10年前の1980年

代半ばぐらいの学校経営学と現在の時点での学校経営学と、これから先の学校経営学とでは全体的

なイメージを、あるいは中身とかを変えながら組み立てていかなければならないと思っています。
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基本的なプリンシプルそのものを変えるということではないのですが、それなりに加除修正を繰り

返しながらやる必要があると思っています。それが、ある意味では私の学校経営の教育と研究とい

うことになるわけで、学生とのやりとりの中で、{可を今どんな風に変えていかなくてはいけないの

かということを考えていきたいと思っています。

木間 今の天笠さんの話で私の今の感覚と共通するところは、対象によって話す内容を変えなけれ

ばいけないということが、ょうやく分かりかけてきたと思います。つまり、学生も一年生に話す学

校経営の話と三年生に話す学校経営の話とでは、大分違ってきますし、教育実習に行ったあとの学

生に話す学校経営の話ではまた変わってきますし、さらに初任者に対して講演するときの話、三年

自の研修のときに話すはなし、教務主任、校長、全部やはり我々が話す内容自体をかえていかない

と、あるいは話し方を含めて変えていかないと通じないんだなあということを本当に実感するよう

になりました。

永岡 それはそうでしょうね。一律にすべての人に同じように同じことを話していいかというと、

そうではないんでね。対象の関心あるいは課題意識やレベルやら、あるいはレディネスに対応して

同じ学校経営に関する問題のとらえ方でも変わってくるというのは当然でしょうね。

木凋 ただ、今までの学校経営学が校長学から脱しきれていないという問題が背景にあるように思

うんです。だから、校長向けの話としてず、っと論なり枠組みなりを組み立ててきてしまって、我々

自身もそれしか学校経営学の柱立てが考えられなくなってきているという問題があると思うんで

す。

天笠 そうじゃないと言いながら、学校経営学の学問的性格の中に明治以来の校長学としての性格

を残しているというんでしょうか。

永岡 だから学校経営学というのを、なんか学校管理学、これはいろいろ解釈の仕方もあるんでし

ょうがね、法解釈だとか上から下の者を統括していくとか、そういう統括・管理の学としての学校

経営学というようなニュアンスが強かったんじゃないかなという気がするんですけれどもね。そう

ではなくて本来は、あるべきものは教育の問題、それからそれをより良く展開していくための人や

ものやいろんな教育を取り巻く諸条件の解明をテーマにしていく、そしてそれをより良い教育を形

作っていくためにどう構成し展開していったらいいだろうかと、教育の場の構成・展開、そのため

の学というように私は考えていくのがいいんじゃないかなと思うんですけれどもね。教育のねらい

があり、子どもがあり、教締があって、それらがどう構成されて教育の場をっくり、条件を保って

いったときにね、より良い人間形成の場としての機会や中身や方法が形作られるかというのを、も

しその人間形成の場を学校というならば、それを明らかにしていく、その理論とか原理とかを解明

するのが学校経営学、それがこれからの学校経営研究ではないか。そういうことであれば、さっき

木間さんが言ったように大学一年生のための、あるいは教育学をある程度勉強した三年生のレベル

の学生、あるいは実践を現場で積み重ねた教締に対-する経営学的な解説も、あるいは研究の進め方

の指示も違ってくるということが当然でてくると思うんですよね。

天笠 これで、そろそろ終わりにしたいと思うんですが、永岡先生から何かありましたら。

永洞 今日はみなさんと教育行政や学校経営の研究をめぐって忌'障のない意見の交換ができて本当

に良かったと思います。とくに今まさに新しい時代に向けての教育行政や学校経営のあり方が関わ
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れている時期でもありますし、どういうふうにそれを実現していったらいいかということが教育改

革の重要な課題の一つになっておりますので、そのときにこういう意見を交換することができたの

は、本当に良かったと患います。

天笠 どうもありがとうございました。

(1998年1月10日)

参考文献

1 ) 永岡)11夏「私と学校経営研究一教育行政と学校経営の間-J r教育学系特別講演集j筑波大学

教育学系、 1990

2 ) 永i南}II真「教育課程経営改善の視点と課題一学校経営概念検討への一試論-J r教育学研究集

録j第13集、筑波大学教育学研究科、 1989

3 ) 教育経営の概念の検討及び地域学校経営の組織化と展開については、次のものを参照。

永岡}II貢編「現代教育経営学j序章-結章、教育開発研究所、 1992

- 20-


